
第２ 病気休暇・医療期間について 

１ 医療期間の長さについて 

医療期間の長さは以下の通りです。 

自社のみならず、これまでの他社で

の累計勤続年数を考慮しなければな

りません。 

 

≪勤続年数と医療期間≫ 

従 業 員 の 累

計勤続年数  

自 社 勤 続 年

数 

医療期間  

１０年未満  ５年未満  ３か月  

５年以上  ６か月  

１０年以上  ５年未満  ６か月  

５ 年 以 上 １

０年未満  

９か月  

１ ０ 年 以 上

１５年未満  

１２か月  

１ ５ 年 以 上

２０年未満  

１８か月  

２０年以上  ２４か月  

 

※上海市の特別規定（＜本市労働者の

労働契約履行期間における病気又は

業務外負傷の医療期基準に関する規

定＞滬府発【２００２】１６号）によ

れば、上海市の場合、医療期間は、自

社での勤務１年目は３ヶ月、その後は

勤務満１年毎に１ヶ月ずつ増加し、最

長２４ヶ月を限度とします。 

医療期制度には全国ルールと上海

ルールがありますが、全国ルールが適

用する地方でも全国ルールに基づく

地方の詳細規定が作られることがあ

るため、実務で各地方の詳細規定を事

前に確認しておく必要があります。 

 

２ 医療休暇中の賃金 

医療期間中の賃金は、中国の各地方

で様々な定めがあります。 

以下は、上海市が定めている賃金で

す。（上海市労働と社会保障局病気休

暇賃金の計算に関する公告）。 

 

≪医療期間が６か月以内の場合≫ 

勤続年数  賃金 

２年未満  本人給与の６０％  

２年以上４年未満  本人給与の７０％  

４年以上６年未満  本人給与の８０％  

６年以上８年未満  本人給与の９０％  

８年以上  本人給与の１００％  

 

≪医療期間が６か月を超える場合≫

（疾病救済費） 

勤続年数  賃金 

１年未満  本人給与の４０％  

１年以上３年未

満 

本人給与の５０％  

３年以上  本人給与の６０％  
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医療期間中の賃金の上下限につい

ては、以下の通り定められています。 

 

上限：前年度市従業員平均月給を上回

る場合は前年度市従業員平均月給に

て支給することができる。 

※なお、上述の公告に定められる比

率に基づき計算された金額が前年度

社会平均期月給を超えた場合、前年度

社会平均月給にすることができます。

この場合、前年度社会平均月給を基準

に支払うことは違法ではありません

が、これより多めに支払うことを禁じ

るわけではありません。 

下限：最低賃金基準の８０％を下回っ

てはならない。  
 
３ 基数について  

病気休暇の基数である本人給与は、

通常得られる賃金となります。基本給、

諸手当、社会保険の従業員負担部分を

指します。  
最新の情報ですが、上海市高級人民

法 院 の 通 達 （ 民 一 庭 调 研 与 参 考

[2015]11 号）により以下の取扱いが明

確になりました。  
「労働契約又は双方締結したその

他協議に病欠給与の計算基数に関す

る約定がある場合、双方が約定した金

額により病欠給与の計算基数を確定

することができる。  
ただし、その約定された計算基数は、

通常出勤給与（通常出勤給与は労働者

が通常出勤すれば取得できる予測可

能の収入であると理解すべきであり、

一次的又は臨時的な収入を含まない）

×７０％を下回ってはならない。双方

が病欠給与の計算基数を約定してい

ない場合、病欠給与の計算基数は上述

した通常出勤給与×７０％という基

準で計算すべき。」  
これにより、就業規則に定めること

で病気休暇期間中の賃金を３０％削

減することが可能になりました。就業

規則を改定することにより、濫用的な

病気休暇を抑制することができる可

能性があります。  
もちろん、就業規則の改定には民主

的な手続きが必要ですので簡単に導

入できるわけではありませんが、上海

市当局も濫用的な病気休暇取得につ

いては好ましく思っていないのは確

かなようです。  
 
次号では疑わしい病気休暇への対

処方法について御紹介致します。  

お気軽にご相談下さい（ 10:00～ 17:00） 

狩野・岡・向井法律事務所  
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